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株主各位

証券コード　1844
2025年10月14日

株 主 各 位
東京都千代田区神田多町二丁目１番地

取締役社長 栗 城 幹 雄

第59回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第59回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報
（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネ
ット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイ
トにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト https://www.ohmori.co.jp
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」
「ＩＲライブラリー」「株主総会」「第59回定時株主総会」を順に選択
いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引
所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認
ください。

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に
「大盛工業」または「コード」に当社証券コード「1844」を入力・検
索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださ
い。）

　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議
決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類を
ご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
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株主各位

１．日 時 2025年10月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都荒川区東日暮里五丁目50番５号

アートホテル日暮里　ラングウッド　２階　飛翔の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第59期（2024年８月１日から2025年７月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第59期（2024年８月１日から2025年７月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応

方針）継続の件

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年10
月28日（火曜日）午後５時30分までに到着するようにご返送くださ
い。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセ
スしていただき、議決権行使書用紙に表示された「ＱＲコード」または
「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に
従って、2025年10月28日（火曜日）午後５時30分までに議案に対す
る賛否をご入力ください。

　議決権行使に関して、賛否のご表示がない場合は、賛成のご表示があ
ったものとして取り扱わせていただきます。
　なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、「インター
ネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申
しあげます。

敬　具
記

以　上
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株主各位

 

お受け取り忘れなし！配当金は口座振込が安全・確実です！

1 証券口座での
お受け取り 2 銀行口座等での

お受け取り

各証券会社の証券口
座で受け取る方法

ご指定の金融機関口
座で受け取る方法
（個別銘柄ごとのご
指定も可能です）

口座振込による配当金の受領方法は、下記２
つの方法があります。
一度ご指定いただきますと、以後、支払開始日
にご指定の口座へ自動的に振り込まれます！

　

お
手
続
き
は
コ
チ
ラ

■ 当社の株式を証券口座に預けている株主様
お取引のある証券会社にお問い合わ
せください。

■ 上記以外の株主様
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行
部にお問い合わせください。
Tel 0120-232-711
（受付時間 午前９時～午後５時、土
日休日を除く）

ご注意
お支払開始日から満３年を経過した配当金は、お受け取りができません。

　

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。

◎株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主様１名を代理人
として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する
書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブ
サイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲
載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあ
わせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第24条の規定に
基づき、次に掲げる事項を除いております。

①　事業報告の「新株予約権等の状況」、「業務の適正を確保するための体
制」、「会社の支配に関する基本方針」

②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
③　計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書
類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際
して監査をした対象書類の一部であります。
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当連結会計年度の事業の状況

事 業 報 告

（2024年８月 1 日から
2025年７月31日まで）

１. 企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続いて
おり、堅調な企業収益等を背景に緩やかな回復基調で推移しているもの
の、原材料及びエネルギー価格の高騰による物価上昇や不安定な海外情
勢、関税の上昇の懸念などから、依然として先行きの不透明な状況が続い
ております。
　国内建設市場におきましては、防災・減災、国土強靭化のための対策に
より公共投資は堅調に推移し、東京都における上・下水道設備につきまし
ても社会インフラの老朽化対策は喫緊の課題であり、各種対策工事の発注
が継続して行われている一方、建設コストの高騰や建設従事者不足の慢性
化、受注競争の激化などにより、厳しい経営環境が続いております。
　このような状況の中、当社グループの主力の建設事業におきましては、
完成工事総利益増加に向けた施工期間の短縮及び工事コスト削減等に注力
するとともに、新規工事の受注に努めてまいりました。また、事業領域、
事業規模の拡充に向けた施工管理人員の獲得・育成にも注力してまいりま
した。
　不動産事業におきましては、保有賃貸物件の収益の確保を目指し、入居
率向上に向けた営業活動を強化するとともに、保有賃貸物件の販売、新た
な優良賃貸物件の取得に注力してまいりました。
　ＯＬＹ事業におきましては、主要基盤である関東・東北圏における新規
取引先開拓及び受注増加を目指した営業強化を継続するとともに、名古屋
ＯＬＹ営業所にて関東以南エリアにおける営業強化及び新規営業員の育成
にも注力してまいりました。
　通信関連事業におきましては、電気通信所内設備において保守運用業務
の新規管理案件の獲得、新たな作業工種の受注にも注力し、売上総利益の
増加を目指してまいりました。
　以上の結果、売上高は6,443,842千円（前期比7.7％増）、営業利益は
785,075千円（前期比26.2％増）、経常利益は759,656千円（前期比
27.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は518,581千円（前期比
25.2％増）となりました。
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当連結会計年度の事業の状況

発 注 元 工 事 名 称 施 工 場 所

東 京 都 下 水 道 局 新宿区榎町、東榎町付近再構築工事 新 宿 区 榎 町 、 東 榎 町 、
天 神 町 、 矢 来 町

東 京 都 下 水 道 局 墨 田 区 吾 妻 橋 三 丁 目 付 近 枝 線 工 事 墨 田 区 吾 妻 橋 三 丁 目

東 京 都 水 道 局
千 代 田 区 内 神 田 三 丁 目 地 先 か ら 同 区
鍛冶町一丁目地先間配水本管（600mm）
布 設 替 及 び 既 設 さ や 管 内 配 管 工 事

東 京 都 千 代 田 区 内 神 田
三丁目23番地先から同区
鍛冶町一丁目２番地先間

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
（建設事業）
　建設事業におきましては、受注高5,915,940千円（前期比8.2％
増）、売上高4,814,967千円（前期比11.0％増）、セグメント利益
（営業利益）503,577千円（前期比27.6％増）となりました。
（不動産事業）
　不動産事業におきましては、不動産物件の販売並びに賃貸収入、クロ
ーゼットレンタル事業により売上高600,425千円（前期比11.2％
減）、セグメント利益（営業利益）116,737千円（前期比57.6％増）
となりました。
（ＯＬＹ事業）
　ＯＬＹ事業におきましては、ＯＬＹ機材のリース販売等により売上高
594,237千円（前期比4.9％増）、セグメント利益（営業利益）
89,581千円（前期比8.4％減）となりました。
（通信関連事業）
　通信関連事業におきましては、電気通信所内の保守・管理業務等によ
り売上高449,345千円（前期比7.4％増）、セグメント利益（営業利
益）75,177千円（前期比35.6％増）となりました。

　当連結会計年度の主な受注工事、主な完成工事及び事業別の受注高・
売上高・繰越高は、次のとおりであります。

イ. 主な受注工事
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当連結会計年度の事業の状況

発 注 元 工 事 名 称 施 工 場 所

東 京 都 水 道 局
墨 田 区 太 平 一 丁 目 地 先 配 水 本 管
（600mm・500mm）布設替及び
既 設 さ や 管 内 配 管 工 事

東京都墨田区太平一丁目
２ 番 地 先 か ら 同 区 太 平
一 丁 目 ５ 番 地 先 間

東 京 都 下 水 道 局 荒 川 区 西 尾 久 四 丁 目 、
北 区 昭 和 町 一 丁 目 付 近 再 構 築 工 事

荒川区西尾久二、四、五
丁 目 、 北 区 昭 和 町 一 丁
目 、 東 田 端 二 丁 目

東 京 都 下 水 道 局 北 区 王 子 五 丁 目 、
神 谷 一 丁 目 付 近 再 構 築 工 事

北 区 王 子 五 丁 目 、
神谷一丁目、豊島八丁目

区 分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

建 設 事 業 5,718,934 5,915,940 4,814,967 6,819,907

不 動 産 事 業 － 600,356 600,356 －

Ｏ Ｌ Ｙ 事 業 － 579,173 579,173 －

通 信 関 連 事 業 － 449,345 449,345 －

合 計 5,718,934 7,544,815 6,443,842 6,819,907

ロ. 主な完成工事

ハ. 事業別の受注高・売上高・繰越高
（単位：千円）

（注）当期受注高及び当期売上高は、セグメント間取引高15,132千円を控除して算出し
ております。

② 設備投資等の状況
　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、170,399千円であり
ます。その主なものは、ＯＬＹ事業のリース材の製作並びに社員寮建設に
よるものであります。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関からの
借入により2,400,000千円の調達を実施いたしました。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 56 期
(2022年７月期)

第 57 期
(2023年７月期)

第 58 期
(2024年７月期)

第 59 期
(当連結会計年度)
(2025年７月期)

受 注 高(千円) 7,095,711 5,536,625 7,109,217 7,544,815

売 上 高(千円) 5,244,819 6,054,025 5,981,732 6,443,842

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(千円) 254,910 293,239 414,329 518,581

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 17.07 19.04 22.72 27.80

総 資 産(千円) 9,538,312 11,406,497 11,931,283 12,037,244

純 資 産(千円) 4,481,719 5,144,737 5,617,805 5,949,765

１株当たり純資産額 (円) 294.43 289.36 296.95 314.75

区 分
第　 56　 期 第　 57　 期 第　 58　 期 第　 59　 期

(当事業年度)

2022年７月期 2023年７月期 2024年７月期 2025年７月期

受 注 高 (千円) 4,872,041 3,930,955 5,573,409 5,602,157

売 上 高 (千円) 3,938,211 4,007,078 4,220,840 4,736,935

当 期 純 利 益 (千円) 276,935 235,745 319,780 485,816

１株当たり当期純利益(円) 18.55 15.30 17.53 26.04

総 資 産 (千円) 8,707,329 10,649,988 11,025,708 11,215,692

純 資 産 (千円) 4,385,278 4,990,802 5,369,320 5,668,515

１株当たり純資産額(円) 287.98 280.57 283.63 299.68

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、
１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出して
おります。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、
１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出して
おります。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、
主要な借入先の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社東京テレコ
ムエンジニアリング 10百万円 100.0％ 通信回線の保守・管理等

井口建設株式会社 30百万円 100.0％ 建設工事の受注、施工

港シビル株式会社 20百万円 100.0％ 建設工事の受注、施工

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

(4) 対処すべき課題
　建設事業を取り巻く環境は、防災・減災、国土強靭化に向けた動きも続い
ておりますことから公共投資は底堅く推移しており、老朽化対策、自然災害
の激甚化対策の早急な対策ニーズが高まっている一方で、慢性的な建設従事
者不足や建設コストの上昇による収益性の低下が深刻な問題となっておりま
す。
　また、東京都における上・下水道工事におきましても、設備の老朽化対策
問題、近年多発する豪雨問題、震災問題等の対策の実施が急務となってお
り、今後も各種対策工事の発注は継続して行われると予想されるものの、建
設人材不足の深刻な状況並びに受注競争も激化している状況から、今後も厳
しい状況が続くものと思われます。
　このような環境において、当社グループが行う各事業における当面の課題
及び対応につきましては以下の方針に基づき実施していく予定です。
　建設事業は、当連結会計年度におきましては、完成した工事における収益
性の高い設計変更増額により完成工事総利益の大幅な上積みが図れましたも
のの、翌連結会計年度におきましては、機械式推進工事と比較し、収益性の
低い既存設備を更生する工事の手持ち工事の多い状況から、当連結会計年度
より完成工事高は増加するものの、完成工事総利益につきましては減少する
ことが見込まれます。このことから、更なる工事施工日数の短縮、工事コス
トの削減に注力するとともに、機械式推進工事を主体とした工事の受注獲得
に努め、完成工事総利益の増加を目指してまいります。
　また、60年培ってまいりました都市土木における施工経験、施工ノウハ
ウの若手人財への確実な継承を行うとともに、受注工事数増強に向けた人財
の雇用・育成、１級土木資格取得強化に注力していくほか、公共工事の安定
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した受注基盤を持ち、優秀な技術者、施工実績を有する会社のＭ＆Ａ等によ
るグループ化も進め、完成工事総利益の向上に努めてまいります。
　不動産事業における不動産賃貸、販売事業につきましては、保有賃貸物件
の入居率向上に向けた営業に注力するほか、保有賃貸物件の販売を行うとと
もに、利回り、稼働率の良い新たな優良賃貸物件の取得も進めてまいりま
す。
　ＯＬＹ事業におきましては、土木工事の発注者であります官公庁における
ＯＬＹ工法の設計採用に向けた営業に注力するとともに、主力の関東・東北
圏における受注量増加に向けた営業及び名古屋ＯＬＹ営業所を基軸とした関
東以南エリア圏の営業体制の強化に注力してまいります。
　通信関連事業におきましては、光回線作業受注量の低下が見込まれるほ
か、作業単価交渉の見通しが不透明なため、当連結会計年度より通信関連売
上高、通信関連総利益の減少が見込まれます。このため、保守・管理業務の
新規案件の獲得に引き続き注力するとともに、新たな工種、作業の受注増加
に向け、職員の技術力向上教育に注力し、通信関連売上高、通信関連総利益
の向上に努めてまいります。

事 業 区 分 事 業 内 容

建 設 事 業 土木工事の施工・監理及び請負業務

不 動 産 事 業 不動産の賃貸・売買等、太陽光発電事業

Ｏ Ｌ Ｙ 事 業 ＯＬＹ機材リース、鉄骨加工

通 信 関 連 事 業 通信回線の保守・管理等

(5) 主要な事業内容（2025年７月31日現在）
　当社グループは建設事業、不動産事業、ＯＬＹ事業、通信関連事業を行っ
ております。

本 店 東京都千代田区神田多町二丁目１番地　神田進興ビル８階

葛 飾 支 店 東京都葛飾区水元三丁目15番８号

名古屋ＯＬＹ営業所 愛知県海部郡蟹江町桜四丁目65番地

茨 城 工 場 茨城県小美玉市川戸1543番地

(6) 主要な営業所及び工場（2025年７月31日現在）
① 当社
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株式会社東京テレコ
ムエンジニアリング 本社（東京都新宿区）

井口建設株式会社 本社（山梨県上野原市）

港シビル株式会社 本社（東京都港区）

② 子会社

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

建 設 事 業 85名 ４名増

不 動 産 事 業 ２名 １名減

Ｏ Ｌ Ｙ 事 業 17名 ２名減

通 信 関 連 事 業 21名 －

全　 社　 （共　 通） 10名 ２名減

合 計 135名 １名減

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

87（17）名 １名増 36.7歳 9.1年

(7) 使用人の状況（2025年７月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管
理部門に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に平均人員を外数で
記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 千 葉 銀 行 1,946,473千円

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 1,151,388千円

さ わ や か 信 用 金 庫 505,594千円

(8) 主要な借入先の状況（2025年７月31日現在）

－ 10 －



2025/10/03 9:53:40 / 25242036_株式会社大盛工業_招集通知_電子提供措置用

株式の状況

50,555,000株 普通株式 ： 50,000,000株
Ａ種優先株式： 277,500株
Ｂ種優先株式： 277,500株

18,672,849株 普通株式 ： 18,672,849株
Ａ種優先株式： ―株
Ｂ種優先株式： ―株

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

WINBASE TECHNOLOGIES LIMITED 1,041,500 5.58

高 野 廣 克 626,300 3.36

株 式 会 社 プ ラ ス 525,702 2.82

石 原 　 勝 421,000 2.26

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 298,800 1.60

有 限 会 社 広 栄 企 画 228,358 1.22

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 211,000 1.13

大 盛 工 業 役 員 持 株 会 197,477 1.06

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 179,000 0.96

東 京 短 資 株 式 会 社 174,300 0.93

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年７月31日現在）

① 発行可能株式総数

② 発行済株式の総数

③ 株主数 21,173名
④ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は、自己株式（18,638株）を控除して計算しております。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 栗 城 幹 雄 Ｏ Ｌ Ｙ 本 部 長

取 締 役 会 長 山 口 伸 廣 山口文化財団株式会社　代表取締役
学 校 法 人 山 口 総 合 学 園 理 事 長

取 締 役 相 談 役 福 井 龍 一 井口建設株式会社　代表取締役会長

取 締 役 織 田 　 隆 土 木 本 部 長
港シビル株式会社　代表取締役社長

取 締 役 及 川 光 広 経 営 管 理 本 部 長
井 口 建 設 株 式 会 社 　 監 査 役

取 締 役 尾 﨑 忠 弘
事 業 開 発 本 部 長
株式会社東京テレコムエンジニアリング
取 締 役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 池 田 裕 彦 池 田 裕 彦 法 律 事 務 所 代 表

弁 護 士

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 三 浦 暢 之

公 認 会 計 士 三 浦 暢 之 事 務 所 代 表
Ｔ Ｉ Ｓ 税 理 士 法 人 代 表 社 員
公 認 会 計 士 ・ 税 理 士

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 熊 谷 恵 佑

シ ン シ ア 会 計 事 務 所 代 表
Sincere Accounting Consulting
A s i a  C o . , L t d . 代 表 取 締 役
株式会社シンシア会計コンサルティ
ン グ ジ ャ パ ン 代 表 取 締 役
Sincere Consult ing Vietnam
C o . , L t d . 代 表 取 締 役
公 認 会 計 士 ・ 税 理 士

(2) 会社役員の状況
① 取締役の状況（2025年７月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）池田裕彦、三浦暢之、熊谷恵佑の３氏は社外取締役で
あります。

２. 取締役（監査等委員）池田裕彦氏は弁護士の資格を有しており、法務に関す
る相当程度の知見を有しております。

３. 取締役（監査等委員）三浦暢之氏は公認会計士及び税理士の資格を有してお
り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４. 取締役（監査等委員）熊谷恵佑氏は公認会計士及び税理士の資格を有してお
り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

５. 当社は、取締役（監査等委員）３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。

６. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システム
を通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要と
しないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
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② 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役（監査等委員）は、会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお
ります。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており
ます。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社
及び子会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりま
せん。
　当該保険契約は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因し
て、損害賠償請求された場合、保険金の支払限度額の範囲内で損害賠償金
及び争訟費用を填補することとしております。
　ただし、被保険者の不正行為や故意による法令違反に起因して生じた損
害等は填補の対象としないこととしております。

④ 取締役の報酬等
イ. 役員報酬の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月15日開催の取締役会において、取締役の個人別
の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい
て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方
針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものである
と判断しております。
　取締役の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
ａ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

（報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在
任年数に応じて他社水準を参考にしたうえで、当社業績、当社従業員
の給与水準を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。

ｂ. 業績連動報酬等（金銭報酬・賞与）並びに非金銭報酬等（株式報酬
型ストック・オプション）の内容及び額または数の算定方法の決定
に関する方針（報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を
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含む。）
　業績連動報酬等は、年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため
業績指標を反映した金銭報酬とし、連結営業利益の目標値に対する達
成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給
する。目標となる業績指標とその数値は、中期経営計画と整合するよ
うに計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うも
のとする。
　非金銭報酬等は、取締役が、当社株価の上昇によるメリットのみな
らず株価下落によるリスクまでも株主様と共有し、当社の企業価値向
上に対する貢献意欲を高めるために株式報酬型ストック・オプション
とし、連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された
額に相当する株式数をストック・オプションとして毎年、一定時期に
付与する。

ｃ. 基本報酬（金銭報酬）の額、業績連動報酬等（金銭報酬・賞与）の
額、非金銭報酬等（株式報酬型ストック・オプション）の額の取締
役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　種類別の報酬の割合については、基本方針のとおり、企業価値の持
続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益
と連動した報酬体系とし、各職責を踏まえた最も適切な支給割合とな
るように決定するものとし、その客観性・妥当性を担保するために、
当社と同業種・同規模の他社における役位別の報酬割合と報酬額をベ
ンチマークとし、併せて当社の財務状況を踏まえたうえで決定する。

ｄ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　各取締役の個人別の報酬額については、その決定過程において客観
性、公正性を担保する必要があるため、取締役会決議に基づき代表取
締役社長ＯＬＹ本部長栗城幹雄がその具体的内容の決定について委任
を受けるものとし、その権限に基づき、連結営業利益の目標値に対す
る達成に関して各取締役が果たした役割、貢献度合いなどを勘案し
て、各取締役の基本報酬（金銭報酬）の額、業績連動報酬等（金銭報
酬・賞与）の額、非金銭報酬等（株式報酬型ストック・オプション）
の額を決定する。
　なお、取締役の個人別の報酬等の内容については、上記の決定方針
に基づいて代表取締役社長ＯＬＹ本部長栗城幹雄に基本報酬の具体的
内容の決定を委任し、代表取締役社長ＯＬＹ本部長栗城幹雄は、当社
の業績、販売費及び一般管理費の総額、競合企業における報酬水準等
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区　　　　分
対象となる
役員の員数

人
報酬等の総額

千円

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額
千円

基 準 報 酬 業績連動報酬等
（役員賞与）

非金銭報酬等
ストック・オプション
（新株予約権）

取 締 役
（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

6
(－)

107,325
(－)

95,400
(－)

11,925
(－)

－
(－)

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）
（うち社外取締役）

3
(3)

13,387
(13,387)

12,600
(12,600)

787
(787)

－
(－)

を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取
締役の貢献、役位、職責等に応じて決定いたしました。委任した理由
は、当社全体の業績等を勘案しつつ、貢献等の評価を行うには、代表
取締役社長ＯＬＹ本部長栗城幹雄が適していると判断したためであり
ます。

ロ. 取締役に支払った報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ
ん。

２. 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬限度額は、2015年10月27
日開催の第49回定時株主総会決議において、年額200,000千円以内（ただ
し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また、当該株
主総会決議において、取締役（監査等委員であるものを除く。）のストッ
ク・オプションとしての報酬額を上記年額200,000千円（ただし、使用人分
給与は含まない。）の報酬限度額の範囲内とする旨を決議いただいておりま
す。当該株主総会終結時点での取締役（監査等委員であるものを除く。）の
員数は６名であります。

３. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定
時株主総会決議において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
また、当該株主総会決議において、監査等委員である取締役のストック・オ
プションとしての報酬額を上記年額50,000千円の報酬限度額の範囲内とする
旨を決議いただいております。当該株主総会終結時点での監査等委員である
取締役の員数は３名であります。

４. 業績連動報酬等として取締役に対して賞与を支給しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結営
業利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、年度ごとの業績向上
に対する意識を高めるためであります。
業績連動報酬等の額の算定方法は、連結営業利益の目標達成率のほか、従業
員賞与とのバランスや株主還元等も加味して算出しております。
当連結会計年度の当社グループの営業利益は、785,075千円でした。

－ 15 －
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会社役員の状況

⑤ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役（監査等委員）池田裕彦氏は池田裕彦法律事務所の代表を兼務
しております。
　なお、当社と池田裕彦法律事務所との間には特別の利害関係はありま
せん。
　取締役（監査等委員）三浦暢之氏は公認会計士三浦暢之事務所の代表
及びＴＩＳ税理士法人の代表社員を兼務しております。
　なお、当社と公認会計士三浦暢之事務所及びＴＩＳ税理士法人との間
には特別の利害関係はありません。
　取締役（監査等委員）熊谷恵佑氏はシンシア会計事務所の代表及び
Sincere Accounting Consulting Asia Co.,Ltd.の代表取締役並びに株
式会社シンシア会計コンサルティングジャパン、Sincere Consulting 
Vietnam Co.,Ltd.の代表取締役を兼務しております。
　 な お 、 当 社 と シ ン シ ア 会 計 事 務 所 及 びSincere Accounting 
Consulting Asia Co.,Ltd.並びに株式会社シンシア会計コンサルティン
グジャパン、Sincere Consulting Vietnam Co.,Ltd.との間には特別の
利害関係はありません。

－ 16 －
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会社役員の状況

氏 名 主な活動状況及び社外取締役に期待される
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
池 田 裕 彦

取締役会（15回開催） 15回出席

監査等委員会（７回開催） ７回出席

主な活動内容としては、当社の期待する弁護士として
の専門的見地から、各種助言・提言を行い、当社取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適
切な役割を果たすとともに、監査等委員会では積極的
な審議を行っており、社外取締役としての役割を果た
しております。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
三 浦 暢 之

取締役会（15回開催） 15回出席

監査等委員会（７回開催） ７回出席

主な活動内容としては、当社の期待する公認会計士・
税理士としての専門的見地から、各種助言・提言を行
い、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たすとともに、監査等委員
会では積極的な審議を行っており、社外取締役として
の役割を果たしております。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
熊 谷 恵 佑

取締役会（15回開催） 15回出席

監査等委員会（７回開催） ５回出席

主な活動内容としては、当社の期待する公認会計士・
税理士としての専門的見地から各種助言・提言を行
い、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たすとともに、監査等委員
会では積極的な審議を行っており、社外取締役として
の役割を果たしております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会以外に、会社法第370条及び当社定款第39条の規定に基づき、取
締役会決議があったものとみなす書面決議が３回ありました。
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会計監査人の状況

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 27,000千円

(3) 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

監査法人アヴァンティア

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商
品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的に
も区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれ
らの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、当社と会計監査人との間の監査契約の内容に照らして、監
査計画の適切性、報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬
等について同意しております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必
要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の
会議の目的とすることといたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目
に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監
査人を解任いたします。
　この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集さ
れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告
いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人監査法人アヴァンティアは、会社法第427条第１項の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており
ます。
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連結貸借対照表

連 結 貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形・完成工事未収入金等

未 成工事支出金

不動産事業等支出金

販 売 用 不 動 産

貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械 ・ 運 搬 具

土 地

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

長 期 貸 付 金

固定化営業債権

保 険 積 立 金

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

10,769,476

2,506,436

1,970,084

369,683

45,336

5,763,524

17,842

97,374

△805

1,267,767

813,528

177,997

130,483

505,047

800

453,438

2,914

1,837

72,932

129,564

33,121

221,672

△8,604　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 2,012,765

工 事 未 払 金 344,793

短 期 借 入 金 291,174

未 払 金 53,014

未 払 法 人 税 等 207,532

未成工事受入金 792,142

賞 与 引 当 金 50,475

完成工事補償引当金 11,524

資 産 除 去 債 務 13,766

そ の 他 248,342

固 定 負 債 4,074,713

長 期 借 入 金 4,018,633

役員退職慰労引当金 21,250

そ の 他 34,830

負 債 合 計 6,087,478

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 5,871,488

資 本 金 3,101,292

資 本 剰 余 金 1,039,450

利 益 剰 余 金 1,785,207

自 己 株 式 △54,462

新 株 予 約 権 78,277

純 資 産 合 計 5,949,765

資 産 合 計 12,037,244 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,037,244

（2025年７月31日現在）
（単位：千円）

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連 結 損 益 計 算 書

（2024年８月 1 日から
2025年７月31日まで）

科 目 金 額
売 上 高

完 成 工 事 高 4,814,967
不 動 産 事 業 売 上 高 600,356
Ｏ Ｌ Ｙ 事 業 売 上 高 579,173
通 信 関 連 売 上 高 449,345 6,443,842

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 3,894,387
不 動 産 事 業 売 上 原 価 422,316
Ｏ Ｌ Ｙ 事 業 売 上 原 価 451,523
通 信 関 連 原 価 324,526 5,092,754

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 920,580
不 動 産 事 業 総 利 益 178,039
Ｏ Ｌ Ｙ 事 業 総 利 益 127,650
通 信 関 連 総 利 益 124,818 1,351,088

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 566,013
営 業 利 益 785,075
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,620
未 払 配 当 金 除 斥 益 1,297
そ の 他 6,638 9,556

営 業 外 費 用
支 払 利 息 33,767
そ の 他 1,208 34,975

経 常 利 益 759,656
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 759,656
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 264,777
法 人 税 等 調 整 額 △23,702 241,075
当 期 純 利 益 518,581
親会社株主に帰属する当期純利益 518,581

（単位：千円）

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸　借　対　照　表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
完成工事未収入金等
未 成 工 事 支 出 金
不動産事業等支出金
販 売 用 不 動 産
貯 蔵 品
短 期 貸 付 金
前 払 費 用
立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機 械 ・ 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地

無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
固 定 化 営 業 債 権
破 産 更 生 債 権 等
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

9,597,971
1,389,107

12,334
1,712,202
367,512
45,336

5,763,524
17,805

200,299
55,221
20,297
15,135
△805

1,617,721
783,997
162,635
10,741

118,422
492,197

65
833,658
521,575

2,842
1,837
6,130

129,564
28,565

151,747
△8,604　

（負 債 の 部）
流 動 負 債 1,497,949
工 事 未 払 金 233,036
短 期 借 入 金 267,174
未 払 金 52,142
未 払 費 用 138,111
未 払 法 人 税 等 157,198
賞 与 引 当 金 39,903
未 成 工 事 受 入 金 537,295
預 り 金 39,628
完成工事補償引当金 11,524
資 産 除 去 債 務 13,766
そ の 他 8,167

固 定 負 債 4,049,227
長 期 借 入 金 4,014,633
長 期 預 り 保 証 金 34,594

負 債 合 計 5,547,177
（純資産の部）

株 主 資 本 5,590,237
資 本 金 3,101,292
資 本 剰 余 金 1,039,450
資 本 準 備 金 502,974
その他資本剰余金 536,476

利 益 剰 余 金 1,503,957
利 益 準 備 金 86,143
その他利益剰余金 1,417,813
繰越利益剰余金 1,417,813

自 己 株 式 △54,462
新 株 予 約 権 78,277
純 資 産 合 計 5,668,515

資 産 合 計 11,215,692 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,215,692

（2025年７月31日現在）
（単位：千円）

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損　益　計　算　書

（2024年８月 1 日から
2025年７月31日まで）

科 目 金 額
売 上 高

完 成 工 事 高 3,557,207
不 動 産 事 業 売 上 高 600,425
Ｏ Ｌ Ｙ 事 業 売 上 高 579,302 4,736,935
売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 2,768,815
不 動 産 事 業 売 上 原 価 422,316
Ｏ Ｌ Ｙ 事 業 売 上 原 価 451,523 3,642,655
売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 788,391
不 動 産 事 業 総 利 益 178,108
Ｏ Ｌ Ｙ 事 業 総 利 益 127,779 1,094,279
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 441,247
営 業 利 益 653,032
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 35,997
未 払 配 当 金 除 斥 益 1,297
そ の 他 6,093 43,389
営 業 外 費 用

支 払 利 息 32,504
そ の 他 1,208 33,713
経 常 利 益 662,708
税 引 前 当 期 純 利 益 662,708

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 197,696
法 人 税 等 調 整 額 △20,804 176,891
当 期 純 利 益 485,816

（単位：千円）

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
株 式 会 社 大 盛 工 業 2025年９月29日
　
取 締 役 会 御 中

監査法人アヴァンティア
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 加 藤 大 佑
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 染 葉 真 史

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社大盛工業の2024年８月１日
から2025年７月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、株式会社大盛工業及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連
結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

独立監査人の監査報告書
株 式 会 社 大 盛 工 業 2025年９月29日
　
取 締 役 会 御 中

監査法人アヴァンティア
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 加 藤 大 佑
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 染 葉 真 史

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社大盛工業の2024年８
月１日から2025年７月31日までの第59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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個別会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監査報告書
　当監査等委員会は、2024年８月１日から2025年７月31日までの第59期事業年度に
おける取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとお
り報告いたします。
１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関す
る取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実
施いたしました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と
連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事
項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受けました。
②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号
ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判
断及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内
容について検討を加えました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明
細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の
執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在
り方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会
社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであ
り、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地
位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2025年９月30日
株式会社大盛工業　監査等委員会

監 査 等 委 員 池 田 裕 彦
監 査 等 委 員 三 浦 暢 之
監 査 等 委 員 熊 谷 恵 佑

　（注）監査等委員池田裕彦及び三浦暢之並びに熊谷恵佑は、会社法第２条第15号及び
第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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剰余金処分の件

株　主　総　会　参　考　書　類

第１号議案 剰余金処分の件
　当社では株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと考えてお
り、近時の業績を勘案して、期末配当金につきましては以下のとおりとさせてい
ただきたく存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭

(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき　11.5円　　総額　214,523,427円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日（支払開始日）
2025年10月30日（木）

－ 29 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

候補者
番　号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

１

くり
栗

 

　
 

 
き
城

 

　
 

 
みき
幹

 

　
 

 
お
雄

(1967年４月７日)
【 再 任 】

    2001年    3 月 キャピタル建設株式会社入社
    2002年    7 月 株式会社ウィークリーセンタ

ー代表取締役
    2003年    5 月 有限会社オフィスケーエム取

締役
    2010年    8 月 当社取締役
    2011年    3 月 当社取締役ＯＬＹ推進部長
    2011年    12月 当社取締役ＯＬＹ本部長（現

任）
    2021年    10月 当社取締役土木副本部長
    2023年    10月 当社代表取締役社長（現任）

66,288株

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

当社入社以来、当社独自技術であるＯＬＹ事
業を指揮し、名古屋ＯＬＹ営業所を開設さ
せ、更なるＯＬＹの普及拡大を果たし当社業
績に寄与しております。また、当社事業に関
する各種経営指標の分析を通じて、当社の経
営状況を適確に把握し、取締役間の情報の共
有化を図っております。また、社長就任後は
当社グループの業容の拡大を目指し、各事業
を継続的に発展させるための経営戦略の策定
を積極的に行っております。これらの実績を
踏まえ、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
　現在の取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案で取締役とい
う。）栗城幹雄、山口伸廣、福井龍一、織田隆、及川光広及び尾﨑忠弘の各氏は
本総会終結の時を以て任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任を
お願いするものであります。なお、監査等委員会における検討の結果、本議案に
関する特段の指摘事項はありません。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 30 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

候補者
番　号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

２

ふく
福

 

　
 

 
い
井

 

　
 

 
りゅう
龍

 

　
 

 
いち
一

(1955年２月21日)
【 再 任 】

    1977年    4 月 当社入社
    1993年    11月 当社土木部工事課長
    2003年    4 月 当社土木部技師
    2004年    10月 当社取締役土木部技師
    2006年    4 月 当社取締役土木部長
    2011年    3 月 当社取締役土木本部長
    2018年    9 月 井口建設株式会社取締役
    2020年    7 月 同社代表取締役会長（現任）
    2021年    10月 当社代表取締役社長
    2023年    10月 当社取締役相談役（現任）

51,655株

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

当社入社以来、土木事業に従事し、上・下水
道事業に関する豊富な経験と知識を有してお
り、取締役土木部長就任後は、土木部門を統
括管理し、土木事業の拡大及び効率化を実現
いたしました。相談役就任後は、当社グルー
プの各事業の連携及び発展に努めておりま
す。また、子会社である井口建設株式会社の
代表取締役会長としても、同社の経営方針の
策定及び経営指導に当たっております。これ
らの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者と
いたしました。

－ 31 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

候補者
番　号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

３

お
織

 

　
 

 
だ
田

 

　
 

 
 

　
 

　
 

 
たかし
隆

(1957年２月23日)
【 再 任 】

    1981年    4 月 株式会社大成土木入社
    1987年    4 月 当社入社
    1995年    11月 当社神戸支店土木部長
    1997年    4 月 当社神戸支店支店長
    2000年    4 月 当社関西支店支店長
    2012年    8 月 当社執行役員土木副本部長
    2015年    10月 当社取締役土木副本部長
    2018年    1 月 株式会社山栄テクノ代表取締

役社長
    2021年    6 月 港シビル株式会社代表取締役

社長（現任）
    2021年    10月 当社取締役土木本部長（現

任） 35,207株

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

当社入社以来、土木事業に従事しており、執
行役員土木副本部長就任後は、新たな工法で
あるDO-Jet工法を導入・推進し、当社土木
事業の業績に寄与しております。また、子会
社である港シビル株式会社の代表取締役社長
として、同社の業容拡大を図っており、ま
た、当社の土木本部長として当社土木部門を
統括するとともに、当社グループの土木事業
の連携及び発展に努めております。これらの
実績を踏まえ、引き続き取締役候補者といた
しました。

－ 32 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

候補者
番　号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

４

おい
及

 

　
 

 
かわ
川

 

　
 

 
みつ
光

 

　
 

 
ひろ
広

(1962年７月４日)
【 再 任 】

    1985年    4 月 当社入社
    2003年    9 月 株式会社イメージクエストイ

ンタラクティブ経営企画部マ
ネージャー

    2007年    3 月 株式会社ビック東海（現　株
式会社ＴＯＫＡＩコミュニケ
ーションズ）監査室主事

    2012年    4 月 同社コンプライアンス推進部
課長

    2015年    1 月 当社入社経理部長
    2018年    1 月 株式会社山栄テクノ監査役
    2020年    8 月 当社執行役員経営管理本部長
    2021年    4 月 井口建設株式会社監査役
    2021年    6 月 港シビル株式会社監査役
    2021年    10月 当社取締役経営管理本部長

（現任）
23,859株

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

当社入社以来、経理、財務の両面において業
務を推進するとともに、企業ガバナンスの側
面からも各種提言を行い、当社の内部統制シ
ステムが実効的に運用されるよう努めており
ます。また、執行役員経営管理本部長就任後
は、総務、経理、経営企画の全ての事務部門
を統括し、全社的な事務の合理化を実現して
おります。また、取締役就任後は、当社グル
ープ全体の経営状況を的確に把握し、当社グ
ループ全体の事務の共通化、効率化を通じ
て、当社グループの業績の継続的発展に努め
ております。これらの実績を踏まえ、引き続
き取締役候補者といたしました。

－ 33 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

候補者
番　号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

５

お
尾

 

　
 

 
ざき
﨑

 

　
 

 
ただ
忠

 

　
 

 
ひろ
弘

(1972年３月26日)
【 再 任 】

    1994年    4 月 株式会社ヒューネット（現　
株式会社ＲＩＳＥ）入社

    1998年    4 月 ヒューネット建設株式会社入
社

    2000年    7 月 キャピタル建設株式会社入社
    2002年    1 月 株式会社ウィークリーセンタ

ー入社営業部長
    2020年    10月 当社入社執行役員事業開発部

長
    2021年    5 月 当社執行役員事業開発本部長
    2021年    10月 当社取締役事業開発本部長

（現任）
    2021年    10月 株式会社東京テレコムエンジ

ニアリング取締役（現任）
56,442株

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

不動産物件の購入、販売、賃貸管理で培った
不動産事業の経験、ノウハウを基に、当社入
社以来、不動産事業、太陽光発電事業を推進
しております。また、子会社である株式会社
東京テレコムエンジニアリングの取締役とし
て、同社の通信関連事業の新規分野への進出
等を通じて、同社の業容拡大を図っておりま
す。さらに取締役事業開発本部長就任後は、
当社グループの土木事業と不動産事業の融合
を通じて全社的に効率のよい事業運営の実現
と発展に精力的に取り組んでおります。これ
らの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者と
いたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 当社は、各候補者を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する

役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損
害賠償請求された場合、保険金の支払限度額の範囲内で損害賠償金及び争訟
費用を填補することとしております。
ただし、被保険者の不正行為や故意による法令違反に起因して生じた損害等
は填補の対象としないこととしております。
なお、各候補者が原案のとおり選任された場合は、当該保険契約の被保険者
となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を
予定しております。

－ 34 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者
番　号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

１

いけ
池

 

　
 

 
だ
田

 

　
 

 
ひろ
裕

 

　
 

 
ひこ
彦

(1981年３月10日)
【 再 任 】
【 社 外 】
【 独 立 役 員 】

    2009年    12月 最高裁判所司法研究所修了
    2009年    12月 弁護士登録
    2009年    12月 港国際法律事務所（現　弁護

士法人港国際法律事務所）入
所

    2011年    10月 当社監査役
    2015年    1 月 池田裕彦法律事務所代表（現

任）
    2015年    10月 当社社外取締役（監査等委

員）（現任）
10株

社外取締役候補者
と し た 理 由 及 び
期 待 さ れ る 役 割

池田裕彦氏は、弁護士として法律に精通して
おり、法務全般に関する充分な見識と豊富な
経験を有しておられることから、社外取締役
としての適宜助言を行っていただくことを期
待し、選任を引き続きお願いすることといた
しました。なお、同氏は、社外役員となる以
外の方法で会社経営に関与した経験はありま
せんが、上記理由から社外取締役としての職
務を適切に遂行できるものと判断しておりま
す。また、同氏の本総会終結時の社外取締役
在任期間は、10年であります。

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　現在の監査等委員である取締役３名全員が、本総会終結の時を以て任期満了と
なりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものでありま
す。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 35 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者
番　号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

２

み
三

 

　
 

 
うら
浦

 

　
 

 
のぶ
暢

 

　
 

 
ゆき
之

(1953年12月31日)
【 再 任 】
【 社 外 】
【 独 立 役 員 】

    1981年    9 月 公認会計士登録
    1983年    1 月 公認会計士三浦暢之事務所代

表（現任）
    1988年    12月 当社監査役
    2015年    10月 当社社外取締役（監査等委

員）（現任）
    2020年    1 月 ＴＩＳ税理士法人代表社員

（現任）

762株

社外取締役候補者
と し た 理 由 及 び
期 待 さ れ る 役 割

三浦暢之氏は、財務・会計に関する豊富な経
験と幅広い見識を有しておられることから、
職務を適切に遂行いただけるものと判断し、
社外取締役として選任を引き続きお願いする
ことといたしました。なお、同氏は、社外役
員となる以外の方法で会社経営に関与した経
験はありませんが、上記理由から社外取締役
としての職務を適切に遂行できるものと判断
しております。また、同氏の本総会終結時の
社外取締役在任期間は、10年であります。

３

とり
鳥

 

　
 

 
うみ
海

 

　
 

 
み
美

 

　
 

 
ほ
穂

(1964年１月22日)
【 新 任 】
【 社 外 】
【 独 立 役 員 】

    1991年    10月 太田昭和監査法人（現　EY
新日本有限責任監査法人）入
所

    1995年    4 月 公認会計士登録
    2000年    7 月 鳥海公認会計士事務所代表

（現任）
    2019年    9 月 青南監査法人（現　ふじみ監

査法人）社員（現任）

0株

社外取締役候補者
と し た 理 由 及 び
期 待 さ れ る 役 割

鳥海美穂氏は、公認会計士として多くの上場
企業の監査に関与しており、財務・会計に関
する専門的な知識・経験と幅広い見識を有し
ておられることから、職務を適切に遂行いた
だけるものと判断し、選任をお願いすること
といたしました。同氏は、社外役員となる以
外の方法で会社経営に関与した経験はありま
せんが、上記理由から社外取締役としての職
務を適切に遂行できるものと判断しておりま
す。

－ 36 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 候補者３氏全員は、社外取締役候補者であります。
３. 責任限定契約の内容の概要

当社は池田裕彦氏及び三浦暢之氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠
償責任について、その損害賠償責任の限度額を法令の定める額に限定する契
約を締結しております。
なお、両氏の再任が承認された場合は、当社は両氏との間で当該契約を継続
する予定です。また、鳥海美穂氏の選任が承認された場合は、同氏との間で
同様の契約を締結する予定であります。

４. 当社は、池田裕彦氏及び三浦暢之氏を被保険者として、会社法第430条の３
第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており
ます。
当該保険契約は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損
害賠償請求された場合、保険金の支払限度額の範囲内で損害賠償金及び争訟
費用を填補することとしております。
ただし、被保険者の不正行為や故意による法令違反に起因して生じた損害等
は填補の対象としないこととしております。
なお、各候補者が原案のとおり選任された場合は、当該保険契約の被保険者
となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を
予定しております。

５. 池田裕彦氏及び三浦暢之氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役で
ありますが、過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことが
あります。

６. 池田裕彦氏及び三浦暢之氏は、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策
（買収ヘの対応方針）に関する独立委員会の独立委員であります。
また、今回、鳥海美穂氏が原案のとおり選任された場合は、同氏も独立委員
会の独立委員に就任する予定であります。

７. 池田裕彦氏及び三浦暢之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。また、今回、鳥海美穂氏が原案の通
り選任された場合は、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定
であります。

－ 37 －
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当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

第４号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）
継続の件

　当社は、2022年10月26日開催の当社第56回定時株主総会において、当社株
式等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「現プラン」といいます。）を継
続することについて株主の皆様のご承認をいただいております。
　現プランの有効期限は2025年10月開催の定時株主総会（以下、「本定時株主
総会」といいます。）終結の時までであることから、当社では、情勢の変化、買
収への対応方針に関する議論の進展等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共
同の利益をより一層確保・向上させるための取り組みとして、現プランの継続の
是非も含めそのあり方について検討を進めてまいりました。
　その結果、2025年９月30日開催の当社取締役会において、本定時株主総会で
の株主の皆様によるご承認が得られることを条件に、現プランを一部変更したう
えで継続することを決議いたしました。（以下、継続する「当社株式等の大規模
買付行為に関する対応策」を「本プラン」といいます。）
　本定時株主総会において株主の皆様のご承認が得られた場合には、本プランの
有効期限は2028年10月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとなります。

Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社
株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっ
ても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであ
る限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の
大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考
えており、この方針に変更はありません。ただし、株式の大規模買付提案の中
には、ステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性が
あるなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるもの
や、当社の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様
が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえ
ます。
　そのような提案に対し、当社取締役会は、株主の皆様から付託された者の責
務として、株主の皆様のために必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提
案者との交渉などを行う必要があると考えております。
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Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取り組みについて
１. 企業価値向上への取り組み
　当社は、「下水道を中心とした生活インフラの整備を通じて人と社会に貢
献していきたい」という思いから、1967年６月に当社を設立し、「人と地
球に優しい、クリーンな環境を未来へ」を基本テーマに、半世紀以上の長き
にわたり、上・下水道工事の専門業者として建設業界において事業を行って
まいりました。
　国内建設市場におきましては、防災・減災、国土強靭化に向けた動きが続
いておりますことから公共投資は底堅く推移しており、上・下水道設備につ
きましても、2025年１月に発生しました埼玉県八潮市の下水道管の老朽化
が起因とされます道路陥没事故が発生し、生活インフラの重要性が改めて認
識され、早急な老朽化対策、自然災害の激甚化に対する対策の必要性が一層
高まっております一方で、慢性的な建設従事者不足、資材価格や労務費等の
建設コストの上昇により、厳しい経営環境が続いております。
　当社の主力事業である建設事業における東京都発注の上・下水道工事にお
きましても同様に厳しい状況が続いており、特に建設労働者不足の問題に関
しましては、少子高齢化の進行や建設業の就労希望者が激減しており、施工
管理技術者及び施工を行う労働者確保に対する課題は今後も続くものと思わ
れます。
　今後の当社における企業価値向上への具体的な取り組みといたしまして
は、技術習得者の獲得が難しい状況から、土木学科卒業者を対象としていた
新卒採用方針を見直し、土木学科以外の卒業者や未経験者も採用する方針に
転換し、教育プログラム（研修日数の増加、未経験者向け教育の導入、早期
に１級土木施工管理技士資格を取得できるプログラム等）の充実及びエンゲ
ージメントを高める施策にも注力し、施工管理技術者数の着実な増員を図
り、手持ち工事件数の増加による完成工事高、完成工事利益の拡大を目指し
てまいります。また、上記工事件数の拡大に向けた施策は、人財の育成と定
着が必要であり、その効果が発揮されるまでに時間を要することから、公共
工事の安定した受注基盤を持ち、優秀な技術者、施工実績を有する会社のＭ
＆Ａ等によるグループ化も並行して行うとともに、施工効率の向上及び工事
コスト削減の一層の徹底を行うとともに、新分野の土木業種の受注にも積極
的にチャレンジし、収益力強化に取り組んでまいります。
　また、当社グループは、販売用不動産として個人向けの賃貸アパート・マ
ンション物件を保有しており、保有物件の販売により販売売上及び販売収益
を得るとともに、販売までの期間におきましては、安定した賃貸売上及び賃
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貸収益を計上できる不動産事業を行っております。
　保有目的の不動産は、賃貸利回りの高い物件のみの取得に努め、購入資金
は物件の市場価値等の厳格な審査を行う金融機関からの融資を基本とした調
達を行っており、当事業は当社グループの安定した収益源として成長してお
り、財務バランスに留意しつつ事業の拡張を進めてまいります。
　さらに、当社が独自開発いたしましたＯＬＹ機材のリース事業に関しまし
ては、施工日数短縮による工事コストの削減やCO₂排出量の低減が図れるほ
か、従来型工法と違い同じ場所を何度も掘削・埋戻しを行わないことによる
使用資源の削減が「サステナブル」への取り組みにも繋がるとの評価を受
け、官公庁工事の設計に採用される件数が増加するとともに、主力営業基盤
である東北・関東圏のほか、北海道、中部、近畿、中国・四国、九州圏へと
採用実績が広がりを見せてきております。ＯＬＹは、当社独自の商品である
ことから、グループ収益の安定した柱となることが期待される事業であり、
現在の収益基盤である東北・関東圏における受注・売上増加に向けた営業強
化を継続するとともに、関西圏の基盤として開設した名古屋ＯＬＹ営業所を
基軸として関東以南エリアにおける営業強化に注力し、事業の拡大に取り組
んでまいります。
　通信関連事業におきましては、現在のＮＴＴ局内の保守・管理事業に加
え、関連工事の施工体制を構築し、業容の拡大を図るとともに、建設事業と
の相乗効果も模索してまいります。
　また、従来より取り組んでおります事業以外にも、当社全体の業容の拡
大、発展を図るため、新規事業の開拓にも積極的に取り組んでまいります。
　現在、地球温暖化等の環境の悪化は国際的な問題であるばかりでなく、私
たちの身近な問題となっております。このような状況の中、当社が行う建設
事業は、生活に密着したライフラインを守る重要な事業であることから、
CO₂排出抑制、サステナブル調達、社会課題を解決する新技術への挑戦な
ど、地球環境の課題の解決に向けた活動を通じて社会に貢献してまいります
とともに、策定した中期経営計画に掲げた「数値目標の達成」並びに「持続
的な配当の実施」という目標の実現に向けて真摯に取り組み、当社の企業価
値ひいては株主様の共同の利益の確保・向上を図っていく所存であります。
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２. コーポレート・ガバナンスの強化
　当社は、「建設業を通じて人と社会に貢献する」という企業理念のもとに
社会に貢献することを目指しておりますが、その実現のためには、コーポレ
ート・ガバナンスの充実を図り、経営の透明性及び健全性を確保することが
重要であると考えており、以下のコーポレート・ガバナンスの体制及び内部
統制システムの整備を行っております。
(1) コーポレート・ガバナンスの体制
　当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は３名の取締役で
構成され、全員が社外取締役であり、任期は２年であります。
　監査等委員である社外取締役は、法務、財務・会計に関する高度の知見
を有しており、取締役会に出席して取締役の職務執行に対する監視を行う
ことを通じて経営に関する重要事項の決定及び業務執行状況全般に対する
監督を行っております。
　また、必要に応じ会計監査人及び内部監査人、従業員との意見交換を通
じて各種情報を収集し、取締役会で決定した事項が全社的に整合性をもっ
ていかに実行されているかをチェックしております。
　監査等委員でない業務執行取締役の任期は１年であります。社長が主体
となって全社を統括・管理しており、その他の取締役は当社の主要事業の
実行責任者として各部門を率いて業務を推進しております。
　取締役会は、業務執行取締役と監査等委員である取締役で構成されてお
り、原則月１回、また、必要に応じ随時開催され、経営の基本方針等の重
要な事項を審議・決定するとともに、各取締役の職務執行状況及び各部門
の業務推進状況を相互にチェックしております。
　また、取締役会とは別に毎週１回、業務執行取締役は経営会議を開催
し、当社を取巻く経営環境の分析や経営方針の検討、各事業の進捗状況な
どについて意見交換を行い、情報の共有に努めております。
　一方、幹部社員に対しては、当社の経営方針・経営戦略に対する理解を
徹底させるため、また同時に、週単位での各部署の業務進捗状況の把握の
ため、毎週１回、部長職以上の社員による部長会を開催しており、その会
議には、経営会議のメンバーである各取締役も出席しております。
　さらに、一般社員に対しては、各四半期の決算短信発表時に合わせて、
全社員が出席する全体会議を開催し、経営方針の伝達、各四半期の業績の
説明などを通じて、会社情報の共有及び経営方針の徹底を図っておりま
す。
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　これらの活動を通じて、取締役から一般社員に至るまで、全員が会社情
報・経営方針を共有し、また、各種法令を遵守したうえで、事業目標の達
成に向けて邁進しております。

(2) 内部統制システムの整備
　当社は、事業活動を行うに際して、まず、当社事業に関連する各種法令
等の遵守を第一前提とし、そのうえで事業目的を達成するために、業務を
有効的かつ効率的に行い、また、その事業活動の結果を正しく財務情報と
して報告することが重要であると認識しており、それらを実現するために
内部統制システムを構築しております。
　内部統制システムにおいては、当社の事業活動に関して、まず、現状の
統制環境を確認し、そのうえで各事業の実行に伴うリスクを分析し、その
リスクに対する対応を通じて統制活動を行い、また、これらの活動内容が
全社的に情報として伝達されるように制度化しております。
　特に、財務報告の信頼性を確保するためには、財務報告に係る内部統制
の基本方針書並びに内部統制整備・運用及び評価基本計画書を策定して、
財務報告に関する正確性を高めております。
　また、内部統制システムに対するチェック機関として、監査等委員であ
る取締役及び内部監査人が連携して、内部統制システムが有効に機能して
いるかを随時監視しております。
　当社は、これらの活動を通じて、当社の行う各事業に対する内部統制を
徹底しております。

Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が
支配されることを防止するための取り組み

１. 本プランの目的
　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる
ことを目的として、上記Ⅰに記載の基本方針に沿って導入されたものであ
り、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明
確にし、株主の皆様が適切なご判断をするために必要かつ十分な情報及び時
間、並びに当社が大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保す
ることを目的としております。
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２. 本プランの概要
　本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする
者が遵守すべきルールを策定するとともに、条件を満たす場合には当社が対
抗措置をとることによって、大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生
する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付
行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
　なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等に当たって、当社取締役会
の恣意的判断を排除するため、独立委員会規程（その概要については別紙１
をご参照ください。）に従い、当社社外取締役、又は社外の有識者（実績の
ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者又は
これらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみか
ら構成される独立委員会（以下、「独立委員会」といいます。）の勧告を最
大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うこと
により透明性を確保することとしております。本プラン継続時における独立
委員会の委員には、別紙２に記載の３氏が就任する予定です。
　なお、当社は現時点において、当社株式等の大規模買付行為にかかる提案
は受けておりません。

３. 本プランの内容
(1) 本プランに係る手続
① 対象となる大規模買付等
　本プランは以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)に該当する当社株式等の買付け
又はこれに類似する行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除き
ます。かかる行為を、以下、「大規模買付等」といいます。）がなされ
る場合を適用対象といたします。大規模買付等を行い、又は行おうとす
る者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められ
る手続きに従わなければならないものといたします。
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(ⅰ) 当社が発行者である株式等1について、保有者2の株式等保有割合3が
20％以上となる買付け

(ⅱ) 当社が発行者である株式等4について、公開買付け5に係る株式等の
株式等所有割合6及びその特別関係者7の株式等所有割合の合計が
20％以上となる公開買付け

1 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される「株券等」を意味するものといたしま
す。以下別段の定めがない限り同じといたします。なお、本プランにおいて引用される
法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があ
った場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定
める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令
等の各条項に読み替えられるものといたします。

2 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有
者に含まれる者を含みます。以下同じといたします。

3 金融商品取引法第27条の23第４項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとい
たします。以下同じといたします。

4 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される「株券等」を意味するものといたしま
す。以下(ⅱ)において同じといたします。

5 金融商品取引法第27条の２第６項に規定される「公開買付け」を意味するものといたし
ます。以下同じといたします。

6 金融商品取引法第27条の２第８項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとい
たします。以下同じといたします。

7 金融商品取引法第27条の２第７項に規定される「特別関係者」をいいます。ただし、同
項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関
する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。以下同じといたします。
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(ⅲ) 上記(ⅰ)又は(ⅱ)に規定される各行為が行われたか否かにかかわら
ず、特定の株主が、当社の他の株主（複数である場合を含みます。
以下本(ⅲ)において同じといたします。）との間で行う行為であ
り、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の
共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特
定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し
もしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係8を樹立す
る行為9（ただし、当社が発行者である株式等につき当該特定の株
主と当該他の株主の株式等保有割合又は株式等所有割合の合計が
20％以上となるような場合に限ります。）

② 「意向表明書」の当社への事前提出
　買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役
会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手
続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」と
いいます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきま
す。
　具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきま
す。
(ⅰ) 買付者等の概要
(イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(ロ) 代表者の役職氏名
(ハ) 会社等の目的及び事業の内容
(ニ) 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概

要
(ホ) 国内連絡先
(ヘ) 設立準拠法

8 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそ
れらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出
資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与
関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株式等に関する実質的な利害関係等の形成
や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎
に行うものといたします。

9 本文の所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大
限尊重して行うものといたします。なお、当社取締役会は、上記の要件に該当するか否
かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求める
ことがあります。

－ 45 －



2025/10/03 9:53:40 / 25242036_株式会社大盛工業_招集通知_電子提供措置用

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前
60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況

(ⅲ) 買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等
により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買
付等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投
資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重
要提案行為等10その他の目的がある場合には、その旨及び内容。な
お、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきま
す。）を含みます。）

③ 「本必要情報」の提供
　上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等にお
きましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する
株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のた
めに必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）を日本
語で提供していただきます。
　まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただ
いた日から10営業日11（初日不算入）以内に、当初提出していただくべ
き情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送
いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な
情報を当社に提出していただきます。
　また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた
情報では、大規模買付等の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家
の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分であ
ると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請
求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。
　なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に
関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものといた
します。

10金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及
び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される「重要提案行為
等」をいいます。

11営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいい
ます。
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(ⅰ) 買付者等及びそのグループ（共同保有者12、特別関係者及びファン
ドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、
具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴
等を含みます。）

(ⅱ) 大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた
目的の詳細）、方法及び内容（経営参画の意思の有無、大規模買付
等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕
組み、買付予定の株式等の数及び買付等を行った後における株式等
所有割合、大規模買付等の方法の適法性を含みます。）

(ⅲ) 大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定
に用いた数値情報及び大規模買付等に係る一連の取引により生じる
ことが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取
した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏
まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。）

(ⅳ) 大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含み
ます。）の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みま
す。）

(ⅴ) 大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び
意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要

(ⅵ) 買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契
約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め（以下、
「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、
契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担
保契約等の具体的内容

(ⅶ) 買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株式等に関
し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合に
は、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっ
ている株式等の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ) 大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業
計画、資本政策及び配当政策

(ⅸ) 大規模買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客及び地域社
会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

12金融商品取引法第27条の23第５項に規定される「共同保有者」をいい、同条第６項に基
づき「共同保有者」とみなされる者を含みます。以下同じといたします。
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(ⅹ) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
　なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた
事実とその概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち、株主及び投
資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適
切と判断する時点で開示いたします。
　また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分にな
されたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供
完了通知」といいます。）するとともに、その旨を速やかに開示いたし
ます。

④ 取締役会評価期間の設定等
　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日と
して、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の
期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立
案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設
定し、速やかに開示いたします。
(ⅰ) 対価を現金（円価）のみとする当社全株式等を対象とする公開買付

けの場合には最大60日間
(ⅱ) その他の大規模買付等の場合には最大90日間
　上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は、評価・検討の
ために不十分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合に
限り、延長できるものといたしますが、延長の期間は最大30日間とい
たします。その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされ
る具体的理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示
いたします。
　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外
部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十
分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観
点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものといた
します。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付等に関
する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知す
るとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。
また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方
法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様
に代替案を提示することもあります。
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⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
　独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従
い、取締役会評価期間内に、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是
非に関する勧告を行うものといたします。独立委員会の判断が、当社の
企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを
確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う
経営陣から独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・ア
ドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含
みます。）の助言を得ることができるものといたします。なお、独立委
員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場
合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役
会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。
(ⅰ) 買付者等が本プランに規定する手続を遵守しない場合
　独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかっ
た場合、当該大規模買付等を当社の企業価値・株主共同の利益を著し
く損なうものであるとし、原則として当社取締役会に対して、対抗措
置の発動を勧告いたします。

(ⅱ) 買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合
　買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合には、独立委員
会は、原則として当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告いた
します。
　ただし、本プランに規定する手続が遵守されている場合であって
も、別紙３に掲げる事由により、当該大規模買付等が当社の企業価
値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗
措置の発動を相当と判断する場合には、例外的措置として、対抗措置
の発動を勧告する場合があります。また、独立委員会は、対抗措置発
動に関して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことがで
きるものといたします。

⑥ 取締役会の決議、株主意思の確認
　当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重し、
かかる勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上と
いう観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとい
たします。
　なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に
関して事前に株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、当社取
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締役会は、実務上開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最
短の時間で株主意思確認のための株主総会（以下、「株主意思確認総
会」といいます。）を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議いた
します。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせ
て開催する場合もあります。当社取締役会において株主意思確認総会の
開催を決定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以て終了する
ものといたします。当該株主意思確認総会にて、対抗措置の発動に関す
る議案が可決された場合には、当社取締役会は株主意思確認総会におけ
る決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な手続を行い
ます。一方、当該株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する
議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不実施に関す
る決議を行います。株主意思確認総会における投票は、当社の通常の株
主総会における普通決議に準ずるものとし、賛否を決するものといたし
ます。当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、当該決議の概要
その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、ま
た株主意思確認総会を実施した場合には、投票結果その他取締役会及び
独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。

⑦ 対抗措置発動の停止
　当社取締役会が上記⑥の手続に従い対抗措置の発動を決議した後又は
発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止した場合又は
(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動
が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観
点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合に
は、当社取締役会は対抗措置の停止の決議を行うものといたします。
　当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社
取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行いま
す。

⑧ 大規模買付等の開始
　買付者等は、本プランに規定する手続を遵守するものとし、取締役会
において対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付
等を開始することはできないものといたします。
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(2) 本プランにおける対抗措置の具体的内容
　当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、
新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の無償割当てといた
します。
　本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙４「新株予約権無償割当ての
概要」に記載のとおりといたします。当社取締役会は、対抗措置の発動を
決議した後又は発動後においても、上記(1)⑦に記載のとおり、対抗措置
発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締
役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大
規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(1)⑦に記載の決議を行った場
合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落
ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予
約権の無償割当ての効力発生日以後、本新株予約権の行使期間の開始日の
前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対
抗措置の発動を停止することができるものといたします。

(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更
　本プランの有効期間は、本定時株主総会において承認が得られた場合に
は、当該承認決議の時から2028年10月開催予定の定時株主総会終結の時
までといたします。
　ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において
本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議
に従い、その時点で変更又は廃止されるものといたします。また、当社の
株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止
の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものといた
します。
　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしく
は金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、
裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断した場合は、随時、独立
委員会の承認を得たうえで、本プランを修正し、又は変更することができ
るものといたします。他方、当社取締役会が、本プランの内容について当
社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改めて
直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくことと
いたします。
　当社は、本プランを廃止又は本プランの内容について当社株主の皆様に
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実質的な影響を与えるような変更を行った場合には、当該廃止又は変更の
事実及び（変更の場合には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める
事項について、速やかに開示いたします。

４. 本プランの合理性
　本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業
価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の
定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・
株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、かつ、企業
価値研究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた
買収防衛策の在り方」、株式会社東京証券取引所が2021年６月11日に改訂
した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１－５．いわゆる買収防
衛策」、及び経済産業省が2023年８月31日に公表した「企業買収における
行動指針」の内容を踏まえております。
(1) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則
　本プランは、上記１．に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付
等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が
ご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や
期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うことなどを可能
とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させ
ることを目的とするものです。

(2) 事前開示・株主意思の原則
　本プランは、当社の本定時株主総会において、株主の皆様のご賛同を得
たうえで継続するものです。また、上記３．(3)に記載したとおり、本定
時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会におい
て本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決
議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの導
入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなってお
ります。

(3) 必要性・相当性確保の原則
① 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底
　当社は、上記２．に記載のとおり、本プランに基づく大規模買付等へ
の対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の
判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員
会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議等に際
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して独立委員会の勧告を最大限尊重いたします。
　また、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆
様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資す
るよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。

② 合理的な客観的発動要件の設定
　本プランは、上記３．に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件
が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会
による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

③ デッドハンド型もしくはスローハンド型の対応方針ではないこと
　上記３．(3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任さ
れた取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができ
るものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型の対応
方針（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止でき
ない買収への対応方針）ではありません。また、当社は業務執行取締役
の任期を１年としているため、本プランはスローハンド型の対応方針
（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動
を阻止するのに時間を要する買収への対応方針）でもありません。

５. 株主及び投資家の皆様への影響
(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響
　本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従っ
て、本プランがその導入時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利
及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。な
お、前述の３．(1)に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否
かにより当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及
び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを
行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主
の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個を上限とし
た割合で、本新株予約権が無償にて割当てられます。このような仕組み
上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社
株式１株当たりの価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の
価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法
的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定して
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おりません。
　ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的
に、法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
　なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合で
あっても、上記３．(1)⑦に記載の手続等に従い当社取締役会が対抗措置
発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可
能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が
確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権
を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株
式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式
１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った
株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点に
ご留意ください。
　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合に
は、当該行使又は取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響
が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株
主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具
体的な影響を与えることは想定しておりません。

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続
　本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株
主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に
新株予約権者となるため、申込みの手続は不要です。
　また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続をとる場合には、
買付者等以外の株主の皆様におかれましては、新株予約権の行使価格相当
の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対価として当社
株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続
は不要となります。
　以上のほか、割当て方法、行使の方法、当社による取得の方法及び株式
の交付方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社
取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続の詳細に関して、適用あ
る法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を
行いますので、当該開示又は通知の内容をご確認ください。

以　上
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別紙１

独立委員会規程の概要

１. 独立委員会は、当会社取締役会の決議により、大規模買付等への対抗措置の
発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客
観性及び合理性を担保することを目的として、取締役会の諮問機関として設
置される。

２. 独立委員は３名以上とし、当会社の業務執行を行う経営陣から独立した、
(1)社外取締役、又は(2)社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、
弁護士、公認会計士、学識経験者又はこれらに準じる者）のいずれかに該当
する者の中から、当会社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当会社
は、独立委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関する規程を含む
契約を締結する。

３. 独立委員会の委員の任期は、選任の時から３年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員と当会
社が合意した日までとする。ただし、当会社取締役会の決議により別段の定
めをした場合はこの限りではない。

４. 独立委員会は、当会社代表取締役又は各独立委員が招集する。

５. 独立委員会の議長は、各独立委員の互選により選定される。

６. 独立委員会の決議は、原則として独立委員全員が出席し、その過半数をもっ
てこれを行う。ただし、独立委員のいずれかに事故がある時その他特段の事
由がある時は、独立委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行
う。
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７. 独立委員会は、当会社取締役会の諮問に基づき、以下の各号に記載される事
項について審議のうえ決議し、その決議内容を、理由を付して当会社取締役
会に対して勧告する。

(1) 本プランに係る対抗措置の発動の是非（発動に関して予め株主意思の確認
を得ることの是非を含む。）

(2) 本プランに係る対抗措置の中止又は発動の停止
(3) 本プランの廃止及び変更
(4) その他本プランに関連して当会社取締役会が任意に独立委員会に諮問する

事項
各独立委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当会社の
企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要
し、自己又は当会社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならな
い。

８. 独立委員会は、必要に応じて当会社の取締役又は従業員その他必要と認める
者を出席させ、独立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めること
ができる。

９. 独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当会社の費用で、当会社の業務執
行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシ
ャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家
を含む。）から助言を得ることができる。

以　上
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    2009年    12月 最高裁判所司法研修所修了
    2009年    12月 弁護士登録
    2009年    12月 港国際法律事務所（現　弁護士法人港国際法律事務所）入所
    2011年    10月 当社監査役
    2015年    1 月 池田裕彦法律事務所代表（現任）
    2015年    10月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

    1981年    9 月 公認会計士登録
    1983年    1 月 公認会計士三浦暢之事務所代表（現任）
    1988年    12月 当社監査役
    2015年    10月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
    2020年    1 月 ＴＩＳ税理士法人代表社員（現任）

    1991年    10月 太田昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）入所
    1995年    4 月 公認会計士登録
    2000年    7 月 鳥海公認会計士事務所代表（現任）
    2019年    9 月 青南監査法人（現　ふじみ監査法人）社員（現任）

別紙２

独立委員会委員の略歴

池田　裕彦　（いけだ　ひろひこ）（1981年３月10日生）

※当社は同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所
に届け出ております。

三浦　暢之　（みうら　のぶゆき）（1953年12月31日生）

※当社は同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所
に届け出ております。

鳥海　美穂　（とりうみ　みほ）（1964年１月22日生）

※同氏は当社の社外取締役候補者であり、本定時株主総会にて就任予定でありま
す。
当社は同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定で
おります。

※上記３氏と当社との間には、特別の利害関係等はありません。

以　上
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別紙３

当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型

１. 買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を
つり上げて高値で当社の株式等を当社関係者に引き取らせる目的で当社の株
式等の取得を行っている又は行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラ
ー）であると判断される場合

２. 当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上
必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社
又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等に移転
する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

３. 当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買
付者等又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的
で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

４. 当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当
面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分さ
せ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるか、あるいはかかる一時
的高配当による株価の急上昇の機会を狙って、当社の株式等の高価売り抜け
をする目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

５. 買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収
（最初の買付けで当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階
目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株
式等の買付等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は
自由を制約し、事実上、株主に当社の株式等の売却を強要するおそれがある
と判断される場合

６. 買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当
該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を
含みます。）、違法性の有無並びに実現可能性等を含むがこれらに限られま
せん。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであ
ると判断される場合

７. 買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、当社の企業価値
の源泉である顧客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、その結
果、当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社
の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を著しく妨げるおそれがあると
判断される場合

８. 買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企
業価値との比較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の
企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合

以　上
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別紙４

新株予約権無償割当ての概要

１. 本新株予約権の割当て総数
　本新株予約権の割当て総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会
決議（以下、「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当社取
締役会が別途定める一定の日（以下、「割当て期日」といいます。）における
当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式
の数を除きます。）と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割
当て決議において別途定める数といたします。

２. 割当対象株主
　割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する
当社普通株式（ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きま
す。）１株につき１個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て
決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをいたします。

３. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日
　本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日といたし
ます。

４. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１
個当たりの目的である株式の数（以下、「対象株式数」といいます。）は、１
株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定め
る数といたします。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合
は、所要の調整を行うものといたします。

５. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格
　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行
使に際して出資される財産の当社普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社
取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額といたします。

６. 本新株予約権の譲渡制限
　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものといたし
ます。
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７. 本新株予約権の行使条件
　(1)特定大量保有者13、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者
14、(4)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(5)これら(1)から(4)までの者
から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継し
た者、又は、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者15（これらの者を
総称して、以下、「非適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使するこ
とができないものといたします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細につい
ては、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものといたします。

８. 当社による本新株予約権の取得
　当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有す
る本新株予約権を取得し、これと引き替えに本新株予約権１個につき対象株式
数の当社普通株式を交付することができるものといたします。なお、非適格者
が有する本新株予約権の取得の対価として、金銭等の経済的な利益の交付は行
わないことといたします。本新株予約権の取得条件の詳細については、本新株
予約権無償割当て決議において別途定めるものといたします。

９. 対抗措置発動の中止等の場合の無償取得
　当社取締役会が対抗措置の発動を停止した場合、その他本新株予約権無償割
当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権
の全部を無償にて取得することができるものといたします。

13当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20％以上で
ある者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただ
し、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に
反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取
締役会が別途定める者は、これに該当しないことといたします。以下同じといたしま
す。

14公開買付けによって当社が発行者である株式等（金融商品取引法第27条の２第１項に定
義される株券等を意味いたします。以下本注において同じといたします。）の買付け等
（金融商品取引法第27条の２第１項に定義される買付け等を意味いたします。以下同じ
といたします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所
有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１項に定めるものを含みま
す。）に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合と合計し
て20％以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をい
います。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主
共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議に
おいて当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないことといたします。以下同じ
といたします。

15ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者
と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みま
す。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。
なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」
（会社法施行規則第３条第３項に定義される場合をいいます。）をいいます。
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10. 本新株予約権の行使期間等
　本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新
株予約権無償割当て決議において別途定めるものといたします。

以　上
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議決権行使のご案内

【電子ギフトの贈呈について】
事前にインターネットにより議決権を行使いただいた株主の皆様には、
議案への賛否にかかわらず、抽選で100名様に１名様の割合で電子ギフト
（500円相当）を贈呈いたします。
議決権行使後に表示される画面のご案内に同意いただくと、ギフト応募
サイトへ移動いたしますので、必要事項をご記入の上、ご応募ください。

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよう
お願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席する方法

書面（郵送）により議決権を
行使する方法

インターネットにより議決権を
行使する方法

当日ご出席の際は、お手
数ながら、議決権行使書
用紙を会場受付へご提出
ください。

議決権行使書用紙に各議
案 の 賛 否 を ご 表 示 の う
え、ご返送ください。

次 ペ ー ジ の 案 内 に 従 っ
て、議案の賛否をご入力
ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2025年10月29日 (水曜日)
午前10時

2025年10月28日 (火曜日)
午後５時30分到着分まで

2025年10月28日 (火曜日)
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１、４号議案
・賛成の場合 「賛」の欄に〇印
・反対する場合 「否」の欄に〇印
第２、３号議案

・全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
・全員反対する場合 「否」の欄に〇印
・一部の候補者に
反対する場合 「賛」の欄に〇印

をし、反対する候補
者の番号をご記入く
ださい。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見本

「議決権行使書はイメージです」

※なお、各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行
使の内容を有効としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされ
た場合は、最後に行使された内容を有効としてお取り扱いいたします。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書用紙）またはインターネットによる議決権行使のお手続きは
いずれも不要です。
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議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

ＱＲコードを読み取る方法 ログインＩＤ・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインＩＤ、仮パ
スワードを入力することなく、議決権行使サイ
トにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/
　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力く
ださい。2

議決権行使書用紙に記載のＱＲコードを読
み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてく
ださい。1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力く
ださい。3

議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ＩＤ・仮パスワード」を入力しクリックし
てください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合
は、右記にお問い合わせください。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間　９：00～21：00）
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株主総会会場ご案内図

株主総会会場ご案内図

議決権行使のQUOカード及び総会お土産配布の取りやめについて

本総会の議決権行使をされた株主様へのQUOカードの配布及びお土産の配布は
取りやめさせていただいております。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

アートホテル日暮里
ラングウッド

日暮里中央通り
資生堂

明治通り

尾久橋通り

日暮
里・舎
人ラ
イナ
ー

あ
や
め
通
り

交番
千葉屋

パチンコ

光陽社ビル

サウナプラザ

言問通り

日暮
里駅

消防署
京成成田線

京成･上野

上野
日暮里駅

谷中

ＪＲ常磐線

西日暮里ＪＲ山手線・京浜東北線

東口

南口

Ｎ

アートホテル日暮里　ラングウッド　２階　飛翔の間
〒116－0014 東京都荒川区東日暮里五丁目50番５号

電話　03－3803－1234（代）
交通： JR日暮里駅、京成日暮里駅南口改札徒歩１分

日暮里・舎人ライナー日暮里駅徒歩３分
※当日ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。
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